
令和６年度第１回上天草市地域公共交通会議 

 

日時 令和６年７月２日（火）午後２時開始 

場所 上天草市役所大矢野庁舎書庫棟２階会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ 委員紹介 

 

 

３ 議事 

（１）報告第１号 上天草市地域公共交通会議会長の指名について 

（２）報告第２号 令和５年１０月導入の乗合タクシーの利用状況について 

（３）報告第３号 上天草市福祉有償輸送の実績報告について 

（４）報告第４号 お盆期間における協議路線の運行について 

（５）報告第５号 上天草高校の夏休み期間中における赤崎～さんぱーる線の

運行について 

（６）議案第１号 上天草市地域公共交通会議運賃協議分科会の設置について 

 

４ その他 

（１）夏休みこども定期券「キッズパス」の販売について 

（２）上天草市高齢者免許返納支援事業について 

 

 

５ 閉会 





ura

令和６年度第１回
上天草市地域公共交通会議

　議　事　資　料　

令和６年７月２日



 

上天草市地域公共交通会議会長の指名について 

 

このことについて、上天草市地域公共交通会議の運営を図る上で、上天草市地

域公共交通会議設置条例第５条第１項の規定により、柿本竜治委員を会長に指

名することとする。 

なお、任期は、令和６年７月２日から令和８年７月１日までとする。 

 

 

 

 

【根拠条文】 

上天草市地域公共交通会議設置条例 

（交通会議の運営） 

第５条 交通会議に会長をおき、市長の指名する者がこれに充たる。 

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を

代理する。 

４ 交通会議は、構成員として出席すべき者の２分の１以上の出席がなけれ

ば開会することができない。 

５ 交通会議の協議に当たっては、関係者間の合意形成を目指して、十分議

論を尽くして行うものとし、議決の方法は、出席者の過半数の同意による

ものとする。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

６ 交通会議は、原則として公開とする。 

７ 交通会議の庶務は、企画政策課において処理する。 

８ 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、前項に規定

する課において窓口を所管する。 

報告第１号 
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令和5年10月導入
地区乗合タクシー利用実績報告

（Ｒ5.10月～Ｒ6.3月）
＜対象地区＞

①登立地区 （大矢野町登立の一部～目的地）

②上島Ａ地区（松島バス停～上天草総合病院）

③上島Ｂ地区（松島町今泉知十～上天草総合病院）

④上島Ｃ地区（松島町教良木～松島バス停）

⑤大道地区 （龍ヶ岳町大道及び高戸の一部～上天草総合病院）

報告第2号

①登立地区

②上島Ａ地区

③上島Ｂ地区

④上島Ｃ地区

⑤大道地区

 
上天草総合病院
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登立地区

運行エリア
大矢野町登立の一部（尾越崎、四郎丸、大潟、次郎田、荒木浜）から
停留所（天草信用金庫・郵便局・大矢野庁舎・Aコープ・いさみ歯科・キャ
モン・さんぱーる）

運行事業者 藤川タクシー、協和タクシー
※1か月ごとの輪番制

利用料金 エリア運賃（300円）

運行日 月・水・金曜日

予約方法 電話予約（予約専用携帯電話）

運行時間

【往路】登立地区 停留所
1便 8 00
2便 9 10
3便 10 00
4便 12 20

① 登立地区（大矢野町）

１ 運行概要

２ 利用実績
（１）便別利用者数

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 5 0 1 2 0 0 2

２便 39 6 11 2 8 7 5

３便 69 18 9 16 8 3 15

４便 7 0 3 1 1 0 2

計 120 24 24 21 17 10 24

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 47 8 10 8 8 4 9

２便 24 3 4 6 5 4 2

３便 11 3 5 1 2 0 0

４便 4 0 0 1 0 0 3

計 86 14 19 16 15 8 14

合計 206 38 43 37 32 18 38

5

39

69

7

往路利用者数（120人）

登立地区 停留所

１便 ２便 ３便 ４便

47
24

11
4

復路利用者数（86人）

停留所 登立地区

１便 ２便 ３便 ４便

【復路】停留所 登立地区
1便 11 30
2便 13 00
3便 15 30
4便 16 30
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（２）乗降場所別利用者数

（３）利用状況分析

（４）利用者の声

・利用目的は買い物（Aコープ、キャモン、さんぱーる）が63％を占める。
・大矢野郵便局および大矢野庁舎の利用者の大半は周辺の民間病院への通院
が目的となっている。
・乗合はほどんどなく、１人乗りとなっている。
・往路と復路の利用者を比較すると、復路が28％少ない。他輸送モード（例 ご
家族の送迎や、病院の送迎等）を利用されていると思慮。

・朝、スパ・タラソ天草の専用送迎を利用。プールで運動した後、さんぱーるやAコープ
に送ってもらい、買い物の後に乗合タクシーで帰宅できるため、大変便利になった。
（以前は、買い物の後は一般タクシーを利用）
・病院の送迎や買い物の送迎を家族にお願いしてたが、負担をかけないよう片道だけ
でも乗合タクシーを利用するようにした。
・まだ車を持っているが、300円で町の中心地まで行き来できるので、運転免許返納
した後には利用したい。

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

天草信用金庫 1 0 0 0 1 0 0

大矢野郵便局 17 2 4 3 0 2 6

大矢野庁舎 58 7 14 9 10 6 12

Ａコープ 85 24 13 17 11 7 13

いさみ歯科 0 0 0 0 0 0 0

キャモン 16 1 7 2 4 1 1

さんぱーる 29 4 5 6 6 2 6

計 206 38 43 37 32 18 38

1

17

58

85

0
16

29

降車場所
天草信用金庫

大矢野郵便局

大矢野庁舎

Ａコープ

いさみ歯科

キャモン

さんぱーる
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上島A地区
運行エリア 松島町合津の一部、松島町阿村、姫戸町姫浦、姫戸町二間戸、龍ヶ岳

町高戸の一部

運行事業者 松島タクシー、姫戸タクシー、上天草ライン
※1か月（４週間～５週間）ごとの輪番制

利用料金 エリア運賃（300円～800円）

運行日 平日（土日祝日、年末年始は運休）

予約方法 電話予約（予約専用携帯電話）

運行時間

【往路】松島バス停 総合病院行き
1便 7 00
2便 9 00
3便 11 00
4便 13 00

【復路】上天草総合病院 松島バス停行き
1便 8 00
2便 10 00
3便 12 00

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 364 63 64 64 61 68 44

２便 145 14 20 24 28 28 31

３便 124 16 15 16 23 32 22

４便 67 12 15 9 12 12 7

計 700 105 114 113 124 140 104

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 75 10 8 18 13 16 10

２便 260 37 31 52 44 49 47

３便 265 18 38 45 51 53 60

計 600 65 77 115 108 118 117

合計 1300 170 191 228 232 258 221

② 上島A地区

１ 運行概要

２ 利用実績
（１）便別利用者数

364
145

124

67

往路利用者数（700人）

松島 総合病院行き

１便 ２便 ３便 ４便

75

260

265

復路利用者数（600人）

総合病院 松島行き

１便 ２便 ３便
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（２）乗降場所別利用者数

428104

121

28 19

乗車地区

合津・阿村 牟田
姫浦 二間戸
高戸・病院

29

58

76

37400

乗車地区

合津・阿村 牟田
姫浦 二間戸
高戸・病院

38270

114

29 5
降車地区

合津・阿村 牟田
姫浦 二間戸
高戸・病院

a 乗車地別利用者数

ｂ 降車地別利用者数

（３）利用状況分析

（４）利用者の声

・上天草総合病院及び民間病院への通院のための利用が多いため、一便（7 00発）の
利用者が多い。

・利用者数は、毎月増加傾向にある。
・上天草総合病院への通院者が全体の48％と最も多い。
・近距離の移動者（例 合津 阿村、姫戸地区内通院等）については、一般タクシーか
ら乗合タクシーへ利用方法を変更された方が多い。片道利用が多く、帰りは一般タクシーを
使われることもある。

・一般タクシーを利用していたので、安く利用できてありがたい。
（松島バス停 総合病院 6,000円程度が800円）

・複数の診療を受けたときは、復路最終便（12 00）では間に合わないときがある。
・上天草総合病院の入院患者との面会が再開（R6.5月）したが、時間が14時から16時
のため、帰りの便を追加してほしい。
・復路１便（8 00発）と8 50松島発の快速あまくさ号の乗り継ぎをする方から、複数
人乗車があると、間に合わないことがある。

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合津・阿村 32 10 3 2 2 7 8

牟田 56 8 6 6 13 11 12

姫浦 68 9 12 15 8 17 7

二間戸 207 40 38 36 40 39 14

高戸・病院 337 38 55 54 61 66 63

計 700 105 114 113 124 140 104

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合津・阿村 382 44 45 75 76 78 64

牟田 70 15 9 11 11 11 13

姫浦 114 4 22 19 19 22 28

二間戸 29 2 1 8 0 6 12

高戸・病院 5 0 0 2 2 1 0

計 600 65 77 115 108 118 117

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合津・阿村 428 73 59 72 92 87 45

牟田 104 21 17 16 14 19 17

姫浦 121 6 31 17 16 24 27

二間戸 28 2 3 6 0 6 11

高戸・病院 19 3 4 2 2 4 4

計 700 105 114 113 124 140 104

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合津・阿村 29 12 3 5 2 3 4

牟田 58 6 7 7 16 11 11

姫浦 76 4 9 18 15 16 14

二間戸 37 3 3 5 5 11 10

高戸・病院 400 40 55 80 70 77 78

計 600 65 77 115 108 118 117

32

56
68

207

337

降車地区

合津・阿村 牟田
姫浦 二間戸
高戸・病院

往路 復路
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上島Ｂ地区
運行エリア 松島町今泉の一部、松島町教良木、松島町内野河内、姫戸町姫浦の

一部、姫戸町二間戸、龍ヶ岳町高戸の一部

運行事業者 松島タクシー、姫戸タクシー、上天草ライン
※1か月（４週間～５週間）ごとの輪番制

利用料金 エリア運賃（300円～700円）

運行日 平日（土日祝日、年末年始は運休）

予約方法 電話予約（予約専用携帯電話）

運行時間

【往路】今泉知十 総合病院行き
1便 7 30
2便 9 30
3便 11 30

【復路】上天草総合病院 今泉知十行き
1便 8 30
2便 10 30
3便 12 30

③ 上島Ｂ地区

１ 運行概要

２ 利用実績
（１）便別利用者数

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 76 12 8 8 20 13 15

２便 43 2 4 3 13 9 12

３便 14 4 1 1 3 3 2

計 133 18 13 12 36 25 29

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 3 0 1 0 1 1 0

２便 50 6 12 3 10 7 12

３便 45 5 5 1 14 11 9

計 98 11 18 4 25 19 21

合計 231 29 31 16 61 44 50

76
43

14

往路利用者数（133人）

教良木 総合病院

１便 ２便 ３便

3

50

45

復路利用者数（98人）

総合病院 教良木

１便 ２便 ３便
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（２）乗降場所別利用者数

a 乗車地別利用者数

ｂ 降車地別利用者数

20

23

2333

31

3
乗車地区

星平・知十
教良木
内野河内
姫浦
二間戸
高戸・総合病院

2

96

乗車地区

星平・知十
教良木
内野河内
姫浦
二間戸
高戸・総合病院

2
6

125

降車地区

星平・知十
教良木
内野河内
姫浦
二間戸
高戸・総合病院

14

16

1529

21
3

降車地区

星平・知十
教良木
内野河内
姫浦
二間戸
高戸・総合病院

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

星平・知十 20 3 3 3 4 3 4

教良木 23 0 1 3 4 7 8

内野河内 23 1 3 1 7 6 5

姫浦 33 11 2 0 15 4 1

二間戸 31 3 3 5 4 5 11

高戸・総合病院 3 0 1 0 2 0 0

計 133 18 13 12 36 25 29

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

星平・知十 0 0 0 0 0 0 0

教良木 0 0 0 0 0 0 0

内野河内 0 0 0 0 0 0 0

姫浦 2 0 0 0 1 0 1

二間戸 0 0 0 0 0 0 0

高戸・総合病院 96 11 18 4 24 19 20

計 98 11 18 4 25 19 21

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

星平・知十 0 0 0 0 0 0 0

教良木 0 0 0 0 0 0 0

内野河内 0 0 0 0 0 0 0

姫浦 2 0 0 0 1 0 1

二間戸 6 5 0 0 1 0 0

高戸・総合病院 125 13 13 12 34 25 28

計 133 18 13 12 36 25 29

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

星平・知十 14 2 2 2 3 3 2

教良木 16 1 0 0 3 5 7

内野河内 15 0 2 0 4 5 4

姫浦 29 6 6 0 14 2 1

二間戸 21 2 6 2 1 3 7

高戸・総合病院 3 0 2 0 0 1 0

計 98 11 18 4 25 19 21

（３）利用状況分析

（４）利用者の声

・上天草総合病院への通院がほとんどであるため、一便（7 30発）の 利用者が多い。
・通院が主な目的であるため、エリアごとの利用者にあまりばらつきがみられないため利用者が限
定的であることが伺える。

・龍ヶ岳方面行きと松島方面行きで予約番号や時刻表が異なるため、高齢者にはわかりにくい。

往路 復路
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上島Ｃ地区
運行エリア 松島町教良木、松島町内野河内、松島町今泉の一部から松島バス停・

松島庁舎

運行事業者 松島タクシー、姫戸タクシー、上天草ライン
※1か月（４週間～５週間）ごとの輪番制

利用料金 エリア運賃（300円～500円）

運行日 平日（土日祝日、年末年始は運休）

予約方法 電話予約（予約専用携帯電話）

運行時間

【往路】教良木 松島バス停・庁舎行き
1便 8 30
2便 9 40
3便 11 20

【復路】松島バス停・庁舎 教良木行き
1便 10 30
2便 12 10

④ 上島Ｃ地区

１ 運行概要

２ 利用実績
（１）便別利用者数

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 17 3 2 1 6 3 2

２便 39 0 5 6 4 8 16

３便 9 0 2 3 0 3 1

計 65 3 9 10 10 14 19

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 20 0 1 4 5 4 6

２便 14 0 3 3 0 5 3

計 34 0 4 7 5 9 9

合計 99 3 13 17 15 23 28

17

39

9

往路利用者数（65人）

教良木 松島バス停行き

１便 ２便 ３便

20

14

復路利用者数（34人）

松島バス停 教良木

１便 ２便
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（２）乗降場所別利用者数
a 乗車地別利用者数

ｂ 降車地別利用者数

（３）利用状況分析

（４）利用者の声

・利用者数は徐々に増加しているが、利用者は限定的である。
・往路と復路の利用者数の乖離があり、帰りは他輸送モードを利用していると思慮。

・龍ヶ岳方面行きと松島方面行きで予約番号や時刻表が異なるため、高齢者にはわかりにくい。
＊上島Ｂ地区の意見と同じ
・今泉山口地区から、上天草総合病院に乗り換えなく行きたい。
＊総合病院行きの上島B地区の対象外エリア
・快速あまくさ号に乗り継いで本渡方面に通院するのに待ち時間が多少あり、また、松島バス停
からの帰りの便がない。
＊往路１便（8 30発～9 00頃松島バス停着） 快速あまくさ号9 46松島バス停発

7

8

50

乗車地

内野河内
教良木
星平～知十
今泉山口
バス停・庁舎

34

乗車地

内野河内
教良木
星平～知十
今泉山口
バス停・庁舎

65

降車地

内野河内
教良木
星平～知十
今泉山口
バス停・庁舎

4

8

22

降車地

内野河内
教良木
星平～知十
今泉山口
バス停・庁舎

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内野河内 7 1 2 0 0 1 3
教良木 8 0 0 0 2 4 2

星平～知十 50 2 7 10 8 9 14
今泉山口 0 0 0 0 0 0 0

バス停・庁舎 0 0 0 0 0 0 0

計 65 3 9 10 10 14 19
復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内野河内 0 0 0 0 0 0 0
教良木 0 0 0 0 0 0 0

星平～知十 0 0 0 0 0 0 0
今泉山口 0 0 0 0 0 0 0

バス停・庁舎 34 0 4 7 5 9 9

計 34 0 4 7 5 9 9

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内野河内 0 0 0 0 0 0 0

教良木 0 0 0 0 0 0 0

星平～知十 0 0 0 0 0 0 0

今泉山口 0 0 0 0 0 0 0

バス停・庁舎 65 3 9 10 10 14 19

計 65 3 9 10 10 14 19

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

内野河内 4 0 2 0 0 1 1

教良木 8 0 0 0 2 4 2

星平～知十 22 0 2 7 3 4 6

今泉山口 0 0 0 0 0 0 0

バス停・庁舎 0 0 0 0 0 0 0

計 34 0 4 7 5 9 9
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大道地区

運行エリア 龍ヶ岳町高戸の一部、大道、天草市倉岳町の一部から
上天草総合病院

運行事業者 上天草ライン

利用料金 エリア運賃（200円～600円）

運行日 平日（土日祝日、年末年始は運休）

予約方法 電話予約

運行時間

【往路】大道地区
 総合病院

1便 8 00
2便 9 10
3便 11 00

⑤ 大道地区（龍ヶ岳町）

１ 運行概要

２ 利用実績
（１）便別利用者数

【復路】総合病院
 大道地区

1便 10 20
2便 12 30
3便 14 30

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 132 26 16 30 14 21 25

２便 180 40 23 19 22 34 42

３便 40 9 7 5 9 5 5

計 352 75 46 54 45 60 72

復路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１便 163 37 21 20 28 23 34

２便 170 29 22 19 34 36 30

３便 49 9 15 8 5 4 8

計 382 75 58 47 67 63 72

合計 734 150 104 101 112 123 144

132

180

40

往路利用者数（352人）

大道地区 総合病院

１便 ２便 ３便

163

170

49

復路利用者数（382人）

総合病院 大道地区

１便 ２便 ３便
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（２）乗降場所別利用者数

（３）利用状況分析

（４）利用者の声

往路 合計 10月 11月 12月 1月 2月 3月

倉岳 62 10 8 2 16 12 14

大作山 16 4 2 2 4 2 2

大道西 430 95 51 63 54 79 88

大道東 212 33 41 32 38 30 38

高串・小屋河内 14 8 2 2 0 0 2

計 734 150 104 101 112 123 144

62
16

430

212

14
倉岳

大作山

大道西

大道東

高串・小屋河内

・既存の大作山地区と夏・唐地区を拡充した地域であるため、地域住民の運行内容や
利用方法について等認知度が高い。
・利用者の９割が通院に利用。
・大道港行きの実績も多く、御所浦（天草市）の方にもご利用いただけている。
・利用者の中には上島Ａ地区を乗り継いで、松島町への買い物等行かれる方もいる。

・バスで通院していたが、自宅がバス路線から離れているため、乗合タクシーで自宅前まで
送迎してもらえるのでありがたい。
・買い物量が多いため、ゆめマート（松島）まで買い物が楽に行けるようになった。
・復路において、診察が終わる時間によっては、待ち時間が⾧くなることがあるので、増便し
てほしい。
＊復路２便 10 20 復路３便 12 30
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輸送車両

移動支援事業（通学時の様子）

社会福祉法人　上天草市社会福祉協議会

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

令和５年度　上天草市福祉有償輸送実績報告書

　　移動支援事業とは、障害を持つ子どもを特別支援学校まで送迎する事業です。
　  上天草市社会福祉協議会は、本事業を上天草市から受託しています。
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法人名：上天草市社会福祉協議会

■車両の種類

区分

※（　　）には、軽自動車数を内数で記入すること。

■登録者の内訳
合計

身体障害者 (4)

知的障害者

精神障害者

その他

※身体と知的の両方所持の方4名あり

■輸送距離・輸送時間別延人数
距離（㎞）

人数（人）

時間（分）

人数（人）

■月別・時間別輸送回数

 0時～ 7時

 7時～12時

12時～18時

18時～24時

計

 0時～ 7時

 7時～12時

12時～18時

18時～24時

計

移動支援事業 実績報告 （令和5年4月～令和6年3月）

寝台車
（軽）

車いす車
（軽）

兼用車
（軽）

回転ｼｰﾄ車
（軽）

セダン等
（軽）

バス等
（軽）

合　計
（軽）

所　有
1 5 6

（　　） （　　） (1) （　　） （　　） （　　） (1)

持　込
（　　） （　　） （　　） （　　） （　　） （　　） （　　）

合　計
1 5

１級

6
(    ) （　　） (1) （　　） （　　） （　　） (1)

６級 ５級 ４級 ３級 ２級

３級 ２級 １級 計

計

軽度 中度 重度 計 合計

肢体不自由者 内部障害 その他 計 合　計

10

1,600 1,600

3㎞未満 ～5㎞ ～10㎞ ～20㎞ ～30㎞ 30㎞以上

～15分 ～20分 ～25分 25分以上

計

計

1,600 1,600

5分未満 ～10分

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

30 40 44 26 40

１２月 １月 ２月 ３月

30 40 44 26 40

計１０月 １１月

42 40 28 30 38 30 388

42 40 28 30 38 30 388

5 5 10

(3)(1)

10
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■月別輸送人員、輸送距離

月

人員（人）

距離（㎞）

月

人員（人）

距離（㎞）

■月別輸送収入、報酬額

月

運送収入（円）

報 酬 額（円）

月

運送収入（円）

報 酬 額（円）

■運転者数

■平均輸送収入

■平均報酬額

■利用者数

■事故発生件数

■輸送経路 人

人

人

支援学校 3

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

122 185 172 114 177

１２月 １月 ２月 ３月

1,583 4,220 2,321 1,372 2,321

計

167 170 97 112 159 133 1,608

１０月 １１月

2,216 2,321 1,477 1,583 2,005 1,583 22,999

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

97,600 148,000 137,600 91,200 141,600

110,445 140,295 155,220 91,540 141,290

1,286,400

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

115,420 135,320 113,430

計

133,600 136,000 77,600 89,600 127,200 106,400

1,404,940

2 人

800 円

147,260 141,290 113,430

円

登 録 者 10

支援学校

人

実利用者 10 人

0 件

合計 10

①自宅

②集合場所

7
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お盆期間における協議路線の運行について 

 
お盆期間（令和６年８月１３日（火）～８月１５日（木）の協議路線（さん

ぱーる三角線及び SUN まりんバス）は、次のとおり運行する。 

【変更理由】 

例年、お盆期間の当該バスの利用は少ないことから、運行効率化を図るため、

お盆期間は通常ダイヤからに替えて土日祝ダイヤにて運行するもの。 

 

（１）三角さんぱーる線 

◆さんぱーる発～三角産交（三角防災拠点センター）行き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆三角産交（三角防災拠点センター）発～さんぱーる行き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第４号 

運行時間 経由 終点

8:20 三角産交

9:35 三角産交

11:00 三角西港 三角産交

15:30 三角西港 三角産交

18:45 三角産交

お盆ダイヤ

運行時間 始点 経由

9:05 三角産交

10:05 三角産交

12:00 三角産交 三角西港

14:40 三角産交 三角西港

16:10 三角産交

17:10 三角産交

18:20 三角産交

お盆ダイヤ

運行時間 終点

6:05 三角産交

6:45 三角産交

7:50 三角防災拠点センター

8:35 三角防災拠点センター

9:50 三角防災拠点センター

10:35 三角防災拠点センター

11:50 三角防災拠点センター

13:05 三角防災拠点センター

14:05 三角防災拠点センター

15:20 三角防災拠点センター

16:35 三角産交

17:35 三角産交

18:45 三角産交

通常ダイヤ（平日ダイヤ）

運行時間 始点

7:25 三角産交

8:28 三角防災拠点センター

9:33 三角防災拠点センター

10:28 三角防災拠点センター

11:43 三角防災拠点センター

12:28 三角防災拠点センター

13:38 三角防災拠点センター

14:38 三角防災拠点センター

15:58 三角防災拠点センター

17:10 三角産交

18:20 三角産交

通常ダイヤ（平日ダイヤ）
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  （２）SUN まりんバス（地域循環コミュニティバス） 

◆上循環バス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆中循環バス 

 

運行時間 経路

7:00 左回り

8:00 左回り

9:00 左回り

11:35 右回り

13:10 左回り

14:30 右回り

15:25 右回り

16:30 右回り

通常ダイヤ（平日ダイヤ）

運行時間 経路

7:45 左回り

9:45 左回り

12:00 右回り

14:10 右回り

16:30 右回り

お盆ダイヤ

運行時間 経路

6:10 左回り

7:50 左回り※

9:35 左回り

11:05 右回り

13:15 右回り※

15:20 右回り※

16:35 右回り

17:35 右回り

18:35 右回り

通常ダイヤ（平日ダイヤ）

運行時間 経路

8:50 左回り

10:50 左回り

13:15 右回り

15:20 右回り

17:35 右回り

お盆ダイヤ

※瀬高経由 
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上天草高校の夏休み期間中における 

赤崎～さんぱーる線の運行について 

 
主に上天草高校の生徒が通学に利用する、赤崎さんぱーる線において、夏休

み期間は、次のとおり運行する。 

 

【増便理由】 

夏休み期間中は、午前中に部活動や課外が終了することから、通常ダイヤで

は夕方まで帰宅ができなくなる生徒がいることから、下記の日程において、12：

34 さんぱーる発の便を増便するもの。 

 

（１）時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）増便予定日 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第５号 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

29 30 31 01 02 03 04

〇 〇
05 06 07 08 09 10 11

〇 〇 〇 〇 〇
12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

〇 〇 〇 〇 〇
26 27 28 29 30 31 01

〇
02 03 04 05 06 07 08

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

〇
22 23 24 25 26 27 28

〇 〇 〇 〇 〇
29 30 31 01 02 03 04

〇 〇 〇
05 06 07 08 09 10 11

◆７月予定日（９日） 

・７月１９日（金） 

・７月２２日（月）～２６日（金） 

・７月２９日（月）～３１日（水） 

 

◆８月予定日（１３日） 

・８月１日（木）～２日（金） 

・８月５日（月）～９日（金） 

・８月１９日（月）～２３日（金） 

・８月２６日（月） 

 

出発地 発時刻

行き 6:38

（赤崎発） 7:13

17:05

19:15

通常ダイヤ（平日ダイヤ）

帰り
（さんぱーる発）

出発地 発時刻

行き 6:38

（赤崎発） 7:13

12:34

17:05

19:15

夏休み期間

帰り
（さんぱーる発）

令和６年７月 

令和６年８月 
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1 

 

上天草市地域公共交通会議運賃協議分科会の設置について 

 

協議運賃については、従来、地域公共交通会議で協議していたが、地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行による道路運

送法の一部改正（令和５年１０月１日施行）に伴い、運賃等を協議する会議体を

設置する必要性が生じたため、上天草市地域公共交通会議運賃協議分科会の設

置するもの。 

なお、本運賃協議分科会の構成員については、道路運送法第９条第５項の規定

されており、協議運賃の協議が必要となったときに、上天草市地域公共交通会議

委員の中から選出する。 

 

【本市の協議運賃】 

 

（背景・理由） 

 協議運賃について、バス等の事業者や関係する事業者団体が含まれる協議

会で協議することは、公正な競争を阻害し、独占禁止法に抵触するおそれ

がある。 

 上記理由により、協議運賃については、既存の協議会を活用せず、別の協

議会を設置し協議を行う必要がある。（道路運送法第９条第４項） 

 また、この協議前には、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映する

ために公聴会等により意見聴取を行う必要がある。（道路運送法第９条第

５項） 

 令和６年第３回上天草市議会定例会において、上天草市地域公共交通会議

設置条例を改正し、地域公共交通会議の協議事項から乗合旅客運送の運

賃・料金に関する項目を削除している。 

 軽微運賃に該当する本市の乗合タクシー（区域運行）の運賃は、協議をせ

ず国土交通大臣への届出が可能である。（道路運送法施行規則第１０条第

１項第３号） 

 

 

区分 起点～経由地～終点 系統番号 

路線バス 三角産交～三角港入口～さんぱーる H131-09-0 

さんぱーる～三角西港～三角産交 H131-27-0 

循環バス 

（SUN まりんバ

ス） 

さんぱーる～漁協前～さんぱーる（中） H102-02-0 

さんぱーる～瀬高～さんぱーる（中） H102-06-0 

さんぱーる～南（野釜）～さんぱーる（上） H104-02-0 

議案第１号 
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2 

 

【参考】 

 

道路運送法改正前（～R5.9.30） 

地域公共交通会議又は地域公共交通活性化協議会において協議を調え、国土

交通大臣に届出（イメージ図①） 

 

 

道路運送法改正後（R5.10.1～） 

公聴会等により意見聴取を行った上で、新たな協議会において協議を調え、

国土交通大臣に届出（イメージ図②）

 

 

 

 

 

 

 

【道路運送法第９条第４項概要】 

一般乗合旅客自動車運送事業者が、旅客の利便の増進を図るために乗合旅

客の運送を行う場合において、運賃等について関係者間の協議が調ったとき

は、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。  

【道路運送法施行規則 ９条の２概要】 

道路運送法第９条４項の協議が調ったときは、地域公共交通会議又は（活

性化）協議会において協議が調っているときとする。 

【道路運送法第９条４項概要】 

  一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会に

おいて、路線等に係る運賃等について協議が調ったときは、協議が調った事

項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。  

（１）市町村又は都道府県 

（２）当該一般乗合旅客自動車運送事業者 

（３）地方運輸局長 

（４）市町村の長（又は知事）が住民の意見を代表する者として指名する者 

【道路運送法第９条５項概要】 

市町村又は都道府県は、前項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の

開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要

な措置を講じなければならない。 
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3 

 

イメージ図①（道路運送法改正前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図②（道路運送法改正後） 
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上天草市地域公共交通会議運賃協議分科会設置要領 

（目的）  

第１条 この要領は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」

という。）の規定に基づき、運賃等に関する事項を協議するため、上

天草市地域公共交通会議に運賃協議分科会（以下「分科会」という。）

を設置する。 

（協議事項）  

第２条 分科会は、次に掲げる事項について協議するものとする。  

（１） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の運賃、料金に関

する事項  

（２） その他分科会が必要と認める事項  

（分科会の構成員）  

第３条 分科会は、次に掲げる者により組織する。 

（１） 上天草市長又はその指名する者 

（２） 運賃等を定めようとする一般旅客自動車運送事業者 

（３） 熊本運輸支局長又はその指名する者 

（４） 住民又は利用者の代表 

（分科会の運営）  

第４条 分科会に会長を置き、前条第１号に掲げる者がこれに充たる。 

２ 会長は、分科会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長

が指名する者が、その職務を代理する。 

４ 分科会は、会長が招集し、構成員の過半数の出席がなければ開催

できない。 

５ 分科会の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の

ときは、会長がこれを決する。 

６ 分科会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより

公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議について

は、非公開で行うものとする。 

７ 分科会は、書面にて開催することができる。  

（守秘義務）  

第５条 構成員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らし

てはならない。  

（協議結果の報告）  

第６条 会長は、分科会の協議結果について、上天草市地域公共交通

会議に報告するものとする。  

（庶務）  

第７条 分科会の庶務は、上天草市企画政策課において処理する。  

（その他）  

第８条 この要領に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項

（案） 

22



は、会長が分科会に諮り定める。  

附 則  

この要領は、令和 年 月 日から施行する。 
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運転免許証を自主返納者した方へ、くまモンの
ＩＣカードまたは乗合タクシー利用券を交付しています 

 申請書（別記様式）
 取り消し通知書（免許返納後に熊本県公安委員会から交付される通知書）

 本人確認できるもの（保険証、年金手帳、個人番号カードなど）

申請に必要なもの

対象者に交通系ＩＣカード2,000円分（うち500円は保証料）または
乗合タクシー利用券100円券20枚を交付します。

事業内容

〇65才以上の運転免許証自主返納者
〇上天草市に住民登録をしている人
〇免許取り消し日から起算して、６ヵ月以内の人

対 象 者

免許証
返 納

 

申 請 

交 付 

申請方法

警察署または免許センターで免許証を自主返納
運転免許取り消し通知書を発行

後日郵送（簡易書留）にて交付

申請受付窓口
上天草警察署または上天草市役所企画政策課

（次の全ての要件を満たす方）

最寄りの交通機関に合わせてお選びください 

※対象地域は裏面をご確認ください

令和６年４月施行上天草市高齢者運転免許自主返納支援事業
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バスに乗るとき、降りるときに車内の読み取り機にタッチするだけ 
入金すれば、１枚のカードで何度も繰り返し利用できる大変便利
なプリペイドカードです。

くまモンのＩＣカードとは 

SUNまりんバス 一般路線バス 快速あまくさ号

ICカードの詳細は
HPを
ご確認ください。

乗合タクシー利用券とは 

市内の乗合タクシーでご利用いただけます。運賃支払い
時に乗合タクシーの運転手にお渡しください。
※一般タクシーではご利用できませんのでご注意ください。

【大矢野町】
白涛・東満地区（白涛・東満）
登立地区（尾越崎、四郎丸、大潟、次郎田、荒木浜）
⾧砂連・野米地区（貝場、前平、小平、小瀬戸、野米）
維和地区（維和１区～維和１３区）

【松島町】
樋合地区（永浦、樋合西、樋合東）

【上島地区】
上島A地区（松島バス停⇔阿村⇔姫浦⇔二間戸⇔上天草総合病院）
上島B地区（教良木⇔内野河内⇔姫浦⇔二間戸⇔上天草総合病院）
上島C地区（教良木⇔内野河内⇔今泉の一部⇔松島バス停・松島庁舎）

【龍ヶ岳地区】
大道地区（大道、高戸高串・小屋河内、天草市倉岳町棚底、浦）
樋島地区（樋島全域）

乗合タクシー運行区域 白涛・東満地区

維和Ａ地区

長砂連・野米地区

樋合地区

樋島地区

維和Ｂ地区

大道地区

登立地区

上島Ａ地区

上島Ｃ地区

上島Ｂ地区

※本地図は、各地区の乗合タクシーのおおよその運行区域を示すものです。
※上島Ａ地区と上島Ｂ地区、上島Ｂ地区と上島Ｃ地区では運行区域が一部重なります。

乗合タクシー導入地区
（令和５年１０月現在）

令和６年４月施行

【お問い合わせ】上天草市役所企画政策課（大矢野庁舎２階） 0964-26-5546
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